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第１ 目的 

  この募集要項は、府中町就学時健康診断業務（以下「委託業務」という。）に係る事業者募集

について、必要な事項を定めたものである。 

 

第２ 事業概要 

 １ 事業名称 

  府中町就学時健康診断業務 

 ２ 事業対象施設 

  安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ（住所 府中町本町一丁目１０番１５号） 

 ３ 業務内容 

  別紙「府中町就学時健康診断業務委託要求水準書」（資料１）のとおり 

 ４ 委託期間 

  契約締結翌日から令和８年１２月３１日まで 

 

第３ 応募の条件 

 １ 応募資格 

（１） 応募事業者は、次の要件をすべて満たしていること。 

① 応募時点で有効な府中町の物品・委託役務業務競争入札参加資格の認定を受けている

こと。 

② 就学時健康診断の業務実績を有していること。 

 

  （２）次のいずれかに該当する者は、応募事業者となることができない。なお、複数事業者

が連携する場合は、共同事業者として次のいずれにも該当しないこと。 

   ① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者 

   ② 国、公社・公団及び府中町を含む地方公共団体において、指名停止期間中である者 

   ③ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始申立て又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者 

   ④ 国税及び地方税（消費税及び地方消費税並びに法人市町村民税、固定資産税及び事業

所税等）を滞納している者 

   ⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員と関係を有する者 

   ⑥ 政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条の規定によるもの）

及び宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定によるもの）と

関係を有する者 
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（３）共同事業体の参加資格要件等  

 ① 共同事業者の全ての構成員が第３－１－（２）に該当しないこと。  

 ② 共同事業体代表事業者は、構成員と協定書を締結すること。協定書の様式は任意。 な

お、協定書には共同事業体を構成する全ての事業者が本町に対し、連帯責任を負う旨を示

す条項を含めること。 

 ③ 参加申込書提出後の代表者及び代表者以外の構成員の変更は認めない。  

 ④ 共同事業体構成員は、単独又は他の共同事業体の構成員として本件プロポーザルに参加

できない。  

 

 ２ 応募に関する留意事項 

  （１）応募方法 

    第４－３に記載のとおり、参加表明書兼応募資格審査申請書及び提案書等を提出するこ

と。なお、共同事業体の場合は、代表事業者以外の構成員は参加表明書兼応募資格審査申

請書（共同事業体構成員用）を提出すること。 

（２）募集要項等の承諾 

    応募事業者は、参加表明書兼応募資格審査申請書の提出をもって、募集要項等の記載内

容を承諾したものと見なす。 

  （３）費用の負担 

    応募に関して必要な費用は、応募事業者の負担とする。 

  （４）著作権 

    採用した提案書等の著作権は町に帰属する。ただし、不採用となった提案書等の著作権

は、原則として書類の作成者に帰属する。 

  （５）応募の無効について 

    次のいずれかに該当する場合は、応募を無効とする。 

   ① 提出期限までに参加表明書兼応募資格審査申請書及び提出書の提出が無かった場合 

   ② 虚偽の内容が記載されている場合 

   ③ 一つの応募事業者が複数の提案を行った場合 

   ④ 審査の公平に影響を与える行為があった場合 

  （６）提出書類の取扱い 

    提出された書類については、内容変更できないものとし、採用・不採用にかかわらず返

却しない。 

  （７）提出書類の公開 

    提出された提案書等は、応募事業者の了解を得たうえで、公開することがある。 
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  （８）資料の取扱い 

    町が提供する資料は、町の了解なく公表または使用することを禁止する。 

  （９）応募辞退 

    応募を辞退する場合は、参加辞退届（様式第９号）を提出すること。なお、一旦応募を

辞退した者は、再度の応募はできない。 

  （１０）その他 

    提出書類の他、追加の資料を求められた場合は、速やかに提出すること。 

 

第４ 応募スケジュール 

No スケジュール項目 予定日程 

１ 募集要項等の公表 公告日～令和８年７月８日（水） 

２ 募集要項等に関する質問の受付 令和８年６月２２日（月）～２６日（金） 

３ 募集要項等に関する質問の回答 令和８年７月３日（金） 

４ 
参加表明書兼応募資格審査申請書及

び提案書等の受付 
公告日～令和８年７月８日（水） 

５ 資格審査結果通知 令和８年７月１５日（水）発送予定 

６ 内容聴取等（審査） 令和８年７月２３日（木）予定 

７ 審査結果通知 令和８年７月下旬 

８ 委託事業者の決定 令和８年８月上旬 

９ 業務開始準備 委託事業者決定後～令和８年１０月末 

10 就学時健診実施 令和８年１０月～１１月 

 ※ 受付等は、午前９時から午後５時までで、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に

規定する休日（以下「祝日」という。）には行わない。 

 

 １ 募集要項等 

  募集要項（本書）等の資料は次のとおり配布し、同日から府中町教育委員会ホームページに

おいても公表する。 

  （１）配布期間及び配布場所 

    公告日～令和８年７月８日（水） 

    ※土曜日・日曜日・祝日を除く午前９時～午後５時 

    府中町教育委員会学校教育課   広島県安芸郡府中町本町一丁目１０番１５号 

                    安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ１階 

  （２）配布書類関係 

   ① 募集要項 ··························· 本書 

   ② 要求水準書 ························· 資料１ 

   ③ 応募様式集 ························· 資料２ 
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   ④ 委託事業者選定基準 ················· 資料３ 

   ⑤ 質問書 ····························· 資料４ 

   ※ 上記書類は、府中町教育委員会ホームページからダウンロード可能。 

 

 ２ 募集要項等に関する質問の受付・回答 

  （１）質問の提出方法 

    質問書（資料４）に内容を簡潔にまとめて記載し、Ｅメールにて提出すること。（ＦＡＸ

不可） 

  （２）受付期間 

    令和８年６月２２日（月）～２６日（金） 午後５時 学校教育課必着 

  （３）回答期日 

    令和８年７月３日（金） ※府中町ホームページに掲載する。           

  （４）Ｅメールアドレス 

    gakkokyoiku@town.fuchu.hiroshima.jp 

  （５）質問及び回答の公開 

    募集要項等に関する質問及び回答は府中町教育委員会ホームページにて公開する。なお、

電話及び口頭等の個別対応は行わない。 

 

 ３ 参加表明書兼応募資格審査申請書及び提案書等の提出 

  （１）提出期間 

    公告日～令和８年７月８日（水） 

    土曜日・日曜日・祝日を除く 午前９時～午後５時 厳守 

  （２）提出先 

    府中町教育委員会学校教育課  広島県安芸郡府中町本町一丁目１０番１５号 

                   安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ１階 

  （３）提出方法 

    原則、電子メールとする。 

    なお、持参または郵送する場合はその旨一報を入れること。 

  （４）提出書類 

① 参加表明書兼応募資格審査申請書 ····························· 様式第１号 

② 参加表明書兼応募資格審査申請書（共同事業体構成員用） ······· 様式第１－１号 

③ 応募資格要件確認書 ········································ 様式第１－２号 

④ 審査に係る提案書類提出書··································· 様式第２号 

⑤ 提案書 ···················································· 様式第３～６号 
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⑥ 委託業務実績書 ············································ 様式第７号 

⑦ 見積書 ···················································· 様式第８号 

⑧ 見積内訳書 ················································ 様式第８－１号 

⑨ 共同事業体協定書 ·········································· 任意様式 

※共同事業体の場合は共同事業体代表事業者が提出すること。（様式第１－１号除く） 

 

◆ 参加表明書兼応募資格審査申請書に関する書類 

   ① 参加表明書兼応募資格審査申請書（様式第１号）  １部 

   ② 参加表明書兼応募資格審査申請書（共同事業体構成員用）（様式第１－１号）  １部 

   ③ 応募資格要件確認書（様式第１－２号）  １部 

   ④ 委託業務実績書（様式第７号） １部 

 

 ◆ 提案書等に関する書類 

   ● 無効（失格）となる提案書 

    ・提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの。 

    ・記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

    ・虚偽の内容が記載されているもの。 

    

  ◆ 見積書及び見積内訳書（様式第８号、第８－１号） 

    ・見積額は次の金額の範囲内であること。 

      ３，４６６千円（消費税及び地方消費税含む）    

    ・見積書（様式第８号）には、見積内訳書（様式第８－１号）を添付すること。 

 

 ５ 資格審査の通知 

    町は、応募資格の有無について、参加表明書兼応募資格審査申請書、応募資格要件確認

書、委託業務実績書により確認し、令和８年７月１５日（水）（発送予定）に文書にて通知

する。 

 

 ６ 内容聴取等 

  応募事業者を対象に、内容聴取等（プレゼンテーション及び質疑応答）を実施する。 

  また、併せて提案書等の提出も求める。 

 

（１） 内容聴取 

① 実施日時 
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    令和８年７月２３日（木）（予定） 詳細については別途通知する。 

② 実施方法 

    オンライン会議（Ｚｏｏｍ） 

③ 実施時間 

    ３０分程度（プレゼンテーション２０分、質疑応答１０分） 

④ 出席者 

    ３名以内 

⑤ 準備物 

    提出書類以外の発表資料は各自で内容聴取の実施日までに準備すること。 

⑥ 内容聴取の順番 

    参加表明書兼応募資格審査申請書の受付順とする。なお、辞退者が出た場合は、順次繰

り上げるものとする。 

 

第５ 提案書等の審査方法 

 １ 選定委員会の設置 

  府中町就学時健康診断委託業務事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置し、

最優秀提案等の選定審査を実施する。 

 

 ２ 審査の方法 

  （１）公募型企画提案方式（プロポーザル方式）により選定する。 

  （２）選定委員会は応募事業者を対象に、プレゼンテーション及び質疑応答を実施し、委託

事業者選定基準（資料３）に基づいた採点により、得点の最も高い応募事業者を優先交

渉権者として選定する。 

  （３）優先交渉権者が契約を締結しない場合は、次に得点の高い事業者から順に契約交渉を

行い、合意に達した事業者と契約する。 

（４）なお、審査の結果、適切な応募事業者がいないときは、「適切事業者なし」とし、再募

集する場合がある。 

 

第６ その他 

  ① 選考結果等についての不服及び異議申し立ては認めない。 

  ② 業務履行の開始前に必要な準備は委託事業者の費用負担により行うこと。 

  ③ 委託事業者決定後、応募事業者名を公表する。 

 

◆ 問合せ先  府中町教育委員会事務局 学校教育課 
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〒735-0006 広島県安芸郡府中町本町一丁目１０番１５号 

                安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ１階 

          ＴＥＬ：０８２－２８６－３２７１ 

          ＦＡＸ：０８２－２８６－３２９８ 

          E-mail：gakkokyoiku@town.fuchu.hiroshima.jp  


